
大津港マリーナ施設利用料金表
❶県内艇とは、滋賀県内に住所を有する者が所有する艇をいい、県外艇とは滋賀県外に住所を有する者が所有する艇を
いいます。（艇の登録所在地の県内・外は問いません）　❷艇長とは、艇体の全長をいいます。登録長ではなく実測した艇長
とし、付属品を装着している場合は付属品を含んだ長さをいいます。使用申請者は、申請書に実測した艇長を記入してくだ
さい。当マリーナへの搬入時に所有者立会いのうえ、申請される艇の実測長を測定しますが、その結果、虚偽の申請である
ことが判明した場合は、使用許可を取り消しますのでご注意ください。　❸艇置場の場合艇の揚船及び降船ごとに船舶揚降　
料金が必要です。　❹係留施設（専用使用に限る）または艇置場の使用期間が１年未満であるときは月割をもって計算し
その期間に1月未満の端数があるときは、これを１月として計算します。　❺徴収した利用料金は、原則として返還しません。

《専用施設使用料 /年間》 令和７年（2025年）３月1日現在

《付帯施設等利用料 》

係留施設（一般使用）営業時間内
係留施設（一般使用）

1隻1日５時間未満使用の場合
1隻1日５時間以上使用の場合
揚船・降船1回につき
1隻 1日につき

1時間につき

1回につき

1人1回につき

金 額単 位区 分

4,160 円

1,100 円
4,830 円

船舶揚降施設
1,050 円船舶用修理施設

1日につき 1,100 円船台使用料

1日につき 500 円駐車エリア

310 円

200 円

洗艇用施設

更衣室（ロッカー、シャワー）
集会室

※船舶用給油施設の使用については利用料金の他に燃料費相当額をご負担願います。

1,050 円

係留施設（浮桟橋） 県内艇
1隻 1年につき

県内艇
1隻 1年につき

県外艇
1隻 1年につき

県外艇
1隻 1年につき

年間使用料 年間使用料艇長（実測長）

陸置施設（艇置場）

年間使用料 年間使用料艇長（実測長）

6.5m未満 290,070 円
6.5m ～ 7.0m未満
7.0m ～ 7.5m未満
7.5m ～ 8.0m未満
8.0m ～ 8.5m未満
8.5m ～ 9.0m未満
9.0m ～ 9.5m未満
9.5m ～ 10.0m未満
10.0m ～ 10.5m未満
10.5m ～ 11.0m未満

306,170 円
322,270 円
338,370 円
354,470 円
370,570 円
386,670 円
402,770 円
418,870 円
434,970 円

348,084 円
367,404 円
386,724 円
406,044 円
425,364 円
444,684 円
464,004 円
483,324 円
502,644 円
521,964 円

11.0m ～ 11.5m未満
11.5m ～ 12.0m未満

451,070 円
467,170 円

541,284 円
560,604 円

4.5m未満 161,700 円
4.5m ～ 5.0m未満
5.0m ～ 5.5m未満
5.5m ～6.0m未満
6.0m ～ 6.5m未満
6.5m ～ 7.0m未満
7.0m ～ 7.5m未満
7.5m ～ 8.0m未満
8.0m ～ 8.5m未満
8.5m ～ 9.0m未満

187,000 円
212,300 円
237,050 円
261,760 円
298,430 円
335,100 円
371,770 円
408,440 円
445,110 円

194,040 円
224,400 円
254,760 円
284,460 円
314,112 円
358,116 円
402,120 円
446,124 円
490,128 円
534,132 円

9.0m ～ 9.5m未満
9.5m ～ 10.0m未満

481,780 円
518,450 円

578,136 円
622,140 円

10.0m ～ 10.5m未満
10.5m ～ 11.0m未満
11.0m ～ 11.5m未満
11.5m ～ 12.0m未満

555,120 円
591,790 円
628,460 円
665,130 円

666,144 円
710,148 円
754,152 円
798,156 円

12.0m ～ 12.5m未満 701,800 円 842,160 円

① モーターボート（船内機 /船内外機搭載艇）
全長に含まれるもの：バウパルピット、
　　　　　　　　　 スイムプラットフォーム
全長に含まれないもの：アンカー、ドライブ

L

《陸置契約艇形式別実測長計測基準 》
② モーターボート（船外機搭載艇）
全長に含まれるもの：バウパルピット、
　　　　　　　　　 スイムプラットフォーム

船外機取付ブラケット
全長に含まれないもの：アンカー、船外機

L

③ クルーザーヨット（船内機搭載艇）
全長に含まれるもの：ラダー、トランサムラダー
全長に含まれないもの：アンカー

L

④ クルーザーヨット（船外機搭載艇）
全長に含まれるもの：ラダー、トランサムラダー、
　　　　　　　　　 船外機取付ブラケット
全長に含まれないもの：アンカー、船外機

L


